
河川環境に配慮した工事実施について

鳥取県 鳥取県土整備事務所

平成２６年１０月２日（木）

１ 漁業権との調整について

２ 河川環境に配慮した工事実施について
（１）河床掘削
（２）護岸工
（３）仮設道路
（４）土のう
（５）沈砂池
（６）調整時の留意点
（７）その他

３ 質疑

説 明 内 容
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＜内水面の漁業制度＞

１ 漁業権との調整について
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１ 漁業権との調整について
＜内水面における漁業権＞
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＜漁業権との調整の枠組み＞
１ 漁業権との調整について

千代川漁業対策協議会

（毎月第４木曜日に開催）

※漁業権に基づく内
水面の利用とその他
の利用及び利用に影
響を及ぼすおそれの
ある工事との間の争
いに係るあっせん及
び仲介

事務局：行政監察・法人指導課

事務局：水産課

※漁業権の免許
等の調整、答申等
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＜基本的な考え方＞

１ 濁水は極力流さない。（濁水の低減に努める。）
※稚魚等の放流時期は、極力、河川内工事を行わない又は濁水を

流さないよう工程調整する。

※放流時期 あゆ稚魚：５月、やまめ・いわな稚魚：７月、やまめ成魚：２月

２ 河岸や河床の改変を極力抑える。
※改変がやむを得ない場合、みお筋や転石等、着工前の河床状況

を極力復元するよう努める。

３ 仮設材、ゴミ等を河川内に残さない。

２ 河川環境に配慮した工事実施について
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着工前 完 成 玉石で従前の
河床を復元

＜良い事例＞

＜工夫が必要な事例＞
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（１）河床掘削する際は、額縁掘削とすること。

（額縁掘削とは、掘削しようとする中州の水際部分を小堤

として現況の状態で残す方法で、額縁部分を残しても

洪水時に流出する。）

（２）河床掘削土中の玉石（概ね２０ｃｍ以上）は残土処分

しないで現地または同一河川に残すこと。

（同じ河川の深掘れした護岸基礎部の埋め戻しや寄石

を行うとよい。）

（１）河床掘削
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山陰道建設

丸山橋

仮設進入路

１工区
河床掘削
Ｌ＝１００ｍ
Ｖ＝１,０００ｍ３

３工区
河床掘削
Ｌ＝２５０ｍ
Ｖ＝１,５００ｍ３

徳尾大橋 ２工区
河床掘削
Ｌ＝２５０ｍ
Ｖ＝１,５００ｍ３

仮設進入路

野坂川維持修繕（河床掘削）工事（鳥取市徳尾外）

平面図

河床掘削

濁水対策：額縁掘削
横断図
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（１）石積工の石材を現地採取する場合は、その代替

となる石材を近くの中州や瀬替えにより掘り起こす

などして調達し、河床表面（みお筋）に敷並べること。

（２）根固めの工夫

捨石の空隙は、水生生物の生息や隠れ場所として

良好な環境を与える。

（２）護岸工について
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着工前 完 成 玉石で従前の
河床を復元

袋川災害復旧工事（国府町木原）

寄せ石
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（２）護岸工について

＜根固めの工夫＞

寄せ石
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（１）河川内に築造する仮設道路の盛土材は、マサ土では

なく現地河床材を使用すること。（マサ土は濁り多い）

（２）川を横断するための仮設道路については、ヒューム

管上に盛土するのが一般的であるが、濁りを減らす

ため、H鋼と鉄板を利用した簡易な架橋工法も検討
してみること。（場所、時期等必要に応じて）

（３）工事用道路を新設する場合、工事用道路の法面や

路面から流出する濁水についても対策を講じること。

（水路に土砂溜まりを設置する等）

（３）仮設道路について
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H鋼と鉄板
による仮橋

H鋼と鉄板
による仮橋

工事用道路
法面対策

工事用道路
法面対策
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（１）河川内に設置する土のうの中詰土は、マサ土ではなく

現地河床材を使用すること。
（現地に河床材がない場合は、調達先を明らかにすること。

同一又は近隣河川の堆積土を流用すると良い。）

（２）土のうの数が設置時と撤去時で同じか確認すること。

工事管理資料として、設置数や空袋の確認できる写真

を整理する。その際、土のう袋に表示する番号の色は、

県発注工事は赤色とすること。（国：青、市町ほか：黒）

（３）流出防止のため、必要に応じてロープ等で連結すること。
（土のう袋が破れた場合は河底を掘って残骸を回収。また、流出

した場合は見つかるまで探し、全数回収するとともに回収した証

明資料を漁協へ提出すること。釣針が土のう引っかかるため。）

（４）土のうについて
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＜工事における大型土のうの管理＞

（４）土のうについて
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（１）沈砂池の底にブルーシートは敷かないこと。
（ｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽ。ブルーシートを敷くと自然ろ過の妨げになる。）

（２）沈砂池に堆積した泥は定期的に除去すること。
（ｹｰｽﾊﾞｲｹｰｽ。ブルーシートが敷いてあると掘削できない。）

（３）高水敷が広い場合は、沈砂池は高水敷を掘削する

方法で築造すること。
（河道内にわざわざ土のうを使って沈砂池をつくる必要はない。）

（４）沈砂池は、濁りの程度や湧水量に見合った大きさ、

基数とすること。効果が不十分な場合は、増設等を

行うこと。
（泥が沈降するまでに湧水とともに沈砂池の外に流れ出てしまう。）

（５）沈砂池について
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（５）沈砂池について

-17-



沈砂池
間仕切工法
標準型

間仕切工法
標準型

間仕切工法
清流型
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（１）相手にわかりやすく、現地の状況に精通し、設計した

担当者本人が説明すること。

（２）やむを得ず他の者が説明する場合は、設計内容と現地

をよく確認し、説明できるようにしておくこと。

（３）図面に工事概要（護岸工事の場合は延長、河床掘削

工事の場合は掘削体積等）を明示すること。

（４）仮排水（仮設管、瀬替え）、濁水処理（釜場の位置、

沈砂池の構造）、進入路の位置、工事手順等の図面で

わかりやすく示すこと。

（５）協議会に図面を提出する前に、担当者の上司（特に

所属長）は十分確認すること。

（６）調整時の留意点
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（６）事業調整会議前に、事前協議と称して漁協に資料を持ち込む

ことは原則認めない。ただし、災害復旧等緊急を要する場合の

個別協議はやむを得ないとします。発注前協議を徹底してくだ

さい。

（７）既発注工事に箇所を追加する場合は、事前に個別協議を行う

こと。

（８）他の箇所の濁水対策工法も参考にすべきであり、出席者は

途中退席をしないでください。

（９）工事延期報告の説明資料の写真は、最新の現場状況がわか

るものとすること。

（１０）護床ブロックは構造図やカタログ等を添付し、ブロック形状や

連結方法等がわかるようにすること。必要に応じて、模型等で

説明すること。

（６）調整時の留意点
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（１）監督員は仮締切、瀬替え、沈砂池設置等、濁水対策の

区切りにおいては、現地状況を確認すること。

（２）川をせき止める場合は、魚の遡上も検討すること。

（３）護床ブロックを使用する際、河川状況から魚類等の生息

環境に配慮すべきと判断される場合は、それに適した形

状寸法のものを仕様書に明記すること。（事前に漁協に協

議するのが良い。）

（７）その他
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（４）完成前確認の実施について

漁協調整対象工事については、漁協による完成前確認が
必要となりましたので、遺漏のないようお願いします。
○確認者 千代川漁協 各地区担当の理事

○確認事項

（１）河床状況

（２）仮設材（大型土のう等）の撤去

（３）工事資材や発生したゴミ等の撤去 等

○確認時期

・工事完了前の河床整理が概ね完了した時点

・ただし、完成確認時の指摘等に対応できるよう、バックホウ等が

現地にある時期に完成確認を受けること。

（７）その他
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